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ページ 

      告     示 

○令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参 

加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示の一部改正（建設企画課）               ２ 

○令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委 

託業者に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示の 

一部改正（同）                                          ２ 

○道路の区域変更（道路管理課）                                   ２ 

○同                                                ２ 

○同                                                ３ 

○同                                                ３ 

 

      公     告 

○開発工事の完了（建築課）                                     ４ 
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◎群馬県告示第１５２号 

 令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和５年群馬県告示第２８２号）の一部を次のように改正し、公布の日か

ら施行する。 

  令和７年７月１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

５(1)中「以降随時（令和７年２月３日（月）から同年３月１４日（金）までの期間を除く。）」を「から令和

７年９月１５日（月）までとする。」に改める。 

 

 

 

◎群馬県告示第１５３号 

 令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係

る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和５年群馬県告示第２

８３号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 

  令和７年７月１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

５(1)中「以降随時」を「から令和７年９月１５日（月）までとする。」に改める。 

 

 

 

◎群馬県告示第１５４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年７月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 １２０号 利根郡片品村大字下平字河
原４７番地先から沼田市利
根町平川字牧野地１５１３
番の９地先まで 

前 ７．６～１４．６ ５４８．０ 

後 ７．６～１４．６ 
１０．８～５２．９ 

５４８．０ 
５３４．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第１５５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

■ 告  示 
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 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年７月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 ４０１号 利根郡片品村大字下平字河
原４７番地先から沼田市利
根町平川字牧野地１５１３
番の９地先まで 

前 ７．６～１４．６ ５４８．０ 

後 ７．６～１４．６ 
１０．８～５２．９ 

５４８．０ 
５３４．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第１５６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年７月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 沼田檜枝岐線 沼田市利根町平川字牧野地
１５１３番の９地先から利
根郡片品村大字下平字河原
４７番地先まで 

前 ７．６～１４．６ ５４８．０ 

後 ７．６～１４．６ 
１０．８～５２．９ 

５４８．０ 
５３４．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第１５７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年７月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 前橋西久保線 前橋市龍蔵寺町字寺後２１
１番の１２地先から同市上
細井町字天神下１８９７番
の１地先まで 

前 １８．０～２６．９ ５９９．４ 

後 １８．０～２９．４ ５９９．４ 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年７月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字藤川１１２－４、１１２－５ 伊勢崎市宮子町３５７４番地２ ライヴリタウン
１０２ 
貫井琉雅 
佐波郡玉村町大字藤川２０７番地５ 
貫井有華 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

■ 公  告 


